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１ はじめに 

 あさぎり町の教育理念「夢や希望をもち 未来を切り拓く 人づくり」のもと、

あさぎり町の未来を担う子どもたちが主体的に学び、対話し、より高い領域へと

思考を深めて表現し、郷土を愛しつつグローバルな視野を持って行動できる人

材を育成するため、その子どもたちを最前線で支える教職員の心身の健康を守

るとともに、ウェルビーイングの向上を図ってまいります。 

 現在の学校を取り巻く環境は急激に変化しており、複雑化・多様化が進んでい

ます。このような中にあって教職員の勤務時間の長時間化も続いており、最適な

教育環境を整えるには、長時間労働の是正をはじめとする学校における働き方

改革が喫緊の課題となっています。 

 そこで、あさぎり町教育委員会は「熊本県の公立学校における働き方改革推進

プラン」を受け、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法第８条に基づき、本プランを策定します。保護者や地域住民の理解と協力を得

ながら、教育委員会と学校が一体となって学校現場の働き方改革に取り組み、教

職員の長時間労働の解消を目指します。 

 

 

２ 目的 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 目標 

（１）時間外在校等時間に関する目標 

「あさぎり町立小・中学校管理規則」による在校等時間の上限に基づき、時間

外在校等時間の目標を設定します。 

すべての教職員が 

 〇 １か月について ４５時間以内 

  （１年間における１か月当たりの時間外在校等時間の平均を３０時間程度とする。） 

 〇 １年について ３６０時間以内   

 

 

あさぎり町の教育理念を達成するため、教職員が心身ともに健康で豊か

なワーク・ライフ・バランスを実現しながら子どもたちと向き合う時間を

確保し、やりがいを持って効果的な教育活動を持続的に行うことができる

環境の実現に努めます。 
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 月３０時間以内 月４５時間以上 月８０時間以上 

現状(R6)小学校  10.3％ 0.4％ 

現状(R6)中学校  40.7％ 2.2％ 

目 標 100％ 0％ 0％ 

※文科省指針改正により令和１１年度までに教職員の時間外在校等時間を月平均３０

時間程度に削減する目標値を設定。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標 

・年間の年次有給休暇の平均取得日数を１５日以上にします。 

・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合の前年度以下を目指します。  

・ストレスチェックにおける健康リスクの値を前年度より減少させます。  

・教育職員が児童生徒や保護者との信頼関係の構築や専門性の発揮などにより 

生き生きと教育活動に取り組み、働きがいを実感できることを目指します。  

 

４ 計画の期間 

計画期間は、令和８年度から令和１１年度までとします。 

毎年度、取組状況を検証し、指標および対策の見直しを図ります。 

 

５ 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ あさぎり町教育委員会の主な取組（業務量管理・健康確保措置の内容） 

（１）勤務時間の適正管理等 

  〇時間外在校等時間の上限の策定 

教職員の健康及び福祉の確保を図るために、時間外在校等時間の上限

（範囲）を定め、業務量の適切な管理を行います。 

   １か月あたり ４５時間以内 年間 ３６０時間以内 

   （１か月あたり８０時間を超える職員を０にする。） 

（１）勤務時間の適正化  

（２）教職員の意識改革  

（３）人材の確保及び活用 

 （４）業務の適正化と効率化 

 （５）保護者・地域の理解促進と支援 

 （６）教職員の健康サポート 

未調査 
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〇勤務時間管理のシステム化による適正管理 

勤務時間の客観的把握を行うため支援システムを利用し、教職員の入力

作業（管理職の集計作業を含む）の削減を図るとともに、持ち帰り業務防

止の徹底など教職員自らの勤務時間に関する意識の向上を図ります。 

また、学校から提出された月例の時間外在校時間に関する情報を教育委

員会で分析し働き方の改善に活かします。 

〇電話応答サービス機能の導入 

  勤務時間外の電話対応については、音声ガイダンス機能を導入します。

緊急時の連絡については、各学校に付与している携帯番号を保護者へ周 

知します。 

  〇休憩時間等確保徹底の取組み 

    休憩時間確保に係る管理職等への周知を徹底し、休憩時間の適正な付 

与を実施します。 

  〇柔軟な働き方に係る環境整備等の検討 

    長期休業中において、時差出勤制度の導入を検討します。 

（２）教職員の意識改革 

  〇あさぎり町教職員研修会及びあさぎり町立小・中学校校内研修会（教職員）

における会議・研修の充実 

学校評価項目に働き方改革に関する項目を位置づけ、教育委員会と学校

が情報を共有しながら、具体的な改善方法を検討し、働き方改革を推進し

ます。 

  〇夏季休業日における学校閉庁日の実施について 

    夏季休業中の 8 月 13 日から 15 日までの 3 日間を、業務を行わない学

校閉庁日とします。ノー残業デーの設定やリフレッシュ休暇取得の促進

により、ワーク・ライフ・バランスの適正化を進めます。また、あさぎり

ファミリーデー（熊本県が定める「くまなびの日」：各家庭において、子

ども一人一人の個性や能力に応じた多様な学びの機会を創出し、可能性

を広げることができるよう、子どもと家族が一緒に休める取組）について

の理解を促進します。 

（３）人材の確保及び活用 

〇学校の利点を生かした組織づくり 

教科担任制の拡充や学年組織等の充実、部活動の地域展開を図るなど

学校や地域の特性を生かした協力体制を構築して、一人で課題を抱え込

まない、休暇が取得しやすい環境を醸成していきます。 

〇人的措置の継続・拡充 

「教員業務支援員」「特別支援教育支援員」「事務補助員」「こころの教室
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相談員」「学校図書司書」「庁務手」「ＩＣＴ支援員」「地域学校協働活動推

進員」等を配置するともに、「スクールカウンセラー」「スクールソーシャ

ルワーカー」や地域人材活用の支援を受けて、学校の負担軽減を図ります。 

（４）業務の適正化・効率化 

〇ＩＣＴを活用した教育の推進（授業及び業務の効率化） 

ＩＣＴ教育を推進し、通信環境を整備するともに、ＩＣＴ支援員を配 

置して、授業及び業務の効率化を図ります。 

今後はＡＩ英語学習アプリを導入し、ＡＩスピーキングコーチによる 

ネイティブな発音と語彙について、自信を持って英語を話せるよう学習 

を支援します。 

また、家庭からの欠席連絡等は、安心メール等を通じて学校に配信す 

るなど、生徒指導担当や学級担任等の負担を軽減します。 

〇校務支援システムの導入 

民間の校務支援システムを導入し、学習指導要録、成績処理、出席簿、

通知表等を広範囲に運用することで、校務処理の効率化を図ります。ま

た、本町教育委員会から発出される調査・統計等の回答に係る事務負担

を軽減します。 

 〇総授業時数の適正化 

各学校の教育課程における年間総授業時数や週当たり授業時数につい 

ては、年度当初の計画段階で真に必要な時数となるよう設定します。 

特に、標準授業時数を大幅に上回って編成されている場合には、指導 

体制に見合うものとなるよう見直しを図ります。 

  〇教育課程の工夫 

学校行事の精選に取り組み、当初の狙いが形骸化し十分な効果が見込 

めない活動等の見直しを進めるとともに、清掃時間等の頻度の見直し、放 

課後の活動時間の勤務時間内での設定など、日課表の工夫を行います。 

 〇部活動の地域展開 

令和８年度から、一部の部活動について休日・平日に関わらず地域展

開を実現し業務の負担軽減を図ります。また、他の部活動についても令

和１３年度までに地域展開への環境整備に努めます。 

（５）保護者・地域の理解促進と支援 

〇特色のある教育課程の適正編成 

学校行事の精選・重点化を図り、特色ある教育を深化・発展させるた

め「スクラップ＆ビルト」を意識して適正な教育課程の編成を行います。 

〇各種団体の行事等の効果的な開催 

学校の負担軽減を図るため、これまでの行事や会議等の開催方法や場
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所、時間などを常に見直し、改善を進めます。 

〇地域学校協働活動と連動した学校運営協議会における理解の促進 

地域学校協働活動と連動した学校運営協議会において、学校運営や学

習活動、体験活動を支援しながら、学校の負担軽減に対して積極的な理

解を促します。登下校時の通学路における日常的な見守り活動を廃止し

ます。 

（６）教職員の健康サポート 

〇ストレスチェックの実施 

定期的にストレスチェックを実施し、教職員の心の健康状態を把握す

ることに努めます。 

   〇医師による面接指導の実施 

ストレスチェックの結果や時間外勤務が多い教職員を対象に、医師に

よる面談を受けることができる体制づくりを進めます。 

 

７ 関連する取組、今後のフォローアップ 

〇取組の確実な実行を図るため、教育職員の在校時間の状況を把握し、その状

況を教育委員会及び教育総合会議等で報告します。 

 〇教育委員会において、学校の状況を確認し、本計画の内容に照らして課題が 

見られるときは、聞き取り・指導等を実施します。特に、時間外在校等時間 

が長時間となっている場合や、業務の持ち帰りや休憩時間の確保が課題と 

なっている場合には、当該年度中にも速やかに状況が改善されることを目 

指し、個別の支援・指導を実施します。 
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８ 働き方改革の評価指標 

  

方 針 項 目 指 標 現 状 評 価 

 

1 勤務時間の 

適正化 

月の勤務時間外の在校時間が４５時

間以内の教職員の割合 

100％に向けて

前年より増加 

  

年の勤務時間外の在校時間が３６０

時間以内の教職員の割合 

100％に向けて

前年より増加 

  

 

２教職員の意

識改革 

学校閉庁日を 3 日以上設定 

（夏季休業中） 

３日以上の設

定 

  

ノー残業デーの設定 週１回以上の

設定 

  

１人当たりの年次有給休暇の取得日

数 

年間１５日以

上の取得 

  

 

３人材の確保

及び活用 

小学校における教科担任制の促進 可能な教科か

ら順次導入 

  

部活動担当の複数体制化 

 

週１～２回の

指導 

  

地域ボランティアの活用 年間 50 人以上

の活用 

  

 

４業務の適正

化と効率化 

ICT を活用した保護者との情報共有

の効率化 

保護者連絡用

メールの活用 

  

校務支援システムの導入と業務の効

率化 

校務支援ソフ

トの活用 

  

 

５保護者・地

域の理解促

進と支援 

学校行事や教育課程の見直し １年ごとに見

直し・検討 

  

学校運営協議会における理解の促進

と学校支援の充実 

学校運営協議

会にて報告 

  

６教職員の健

康サポート 

ストレスチェックによる健康状態の

把握と面談 

定期的な実施

と対応 
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９ 働き方改革の推進体制、進捗管理 

（１）推進体制 

〇 あさぎり町教育委員会、あさぎり町立小・中学校、行政、保護者、地域等

が連携協力して、学校における教職員の働き方改革を推進します。 

（２）進捗管理 

 〇 あさぎり町教育委員会は、「あさぎり町教育委員会の主な取組」を実施し 

ます。 

   教育委員会と学校の取組の実績及び課題を整理・検証し、熊本県教育委員

会の検証サイクルを参考に、所管する小・中学校の進捗管理を行います。検

証結果を小・中学校にフィードバックするとともに、必要な場合は指導・助

言を行います。 

 〇 小・中学校は、評価指標を参考に具体的な実践を行うとともに、学校評価

に合わせて取組状況を評価指標に照らして検証しその結果を教育委員会と

共有します。また、その結果を学校運営協議会等の場で協議し、その後の対

応について話し合いを持ちます。 

 〇 あさぎり町教育委員会と小・中学校の取組の成果及び課題を整理・検証し、

次年度以降の実践の改善に生かし、働き方改革を推進します。 
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 資料１ 働き方改革取組チェックシート 

（令和２年作成：熊本県教育委員会「働き方推進プラン」から抜粋） 
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 資料２ 熊本県の公立学校における働き方改革推進プラン概要 
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資料３ あさぎり町立小・中学校管理規則 (平成24年3月30日教育委員会規則第４号)  

【抜粋】 

最終改正:令和 6 年 2 月 26 日教委規則第２号 [令和 6 年 3 月 1 日] 

第２節 服務 

(勤務時間及び時間外在校時間の上限) 

第33条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本

県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して

服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。 

2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員の健康及び福祉の確保を図ること

により学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員

が業務を行う時間(同法7条の指針に規定する在校時間をいう。)から所定の勤務時間

(同法6条第3項各号に掲げる日以外における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間

を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行

うものとする。 

(1) 1箇月について 45時間 

(2) 1年について 360時間 

3 前項の規定に関わらず、児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅

な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務

を行わざるを得ない場合には、教育委員会は、時間外在校等時間を1箇月について

100時間未満及び1年について720時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適

切な管理を行うものとする。この場合において、教育委員会は、時間外在校等時間

について、次に定める要件を満たすものとするため、教育職員の業務量の適切な管
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理を行うものとする。 

(1) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇

月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間について時間外在校等時間の1箇月

当たりの平均時間が80時間を超えないこと。 

(2) 1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超

えないこと。 

 


